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障
害
者
施
設
等
作
品
展
示
会

　
障
害
者
施
設
・
団
体
に
所
属

し
て
い
る
方
の
作
品
（
絵
画
、

手
工
芸
品
、
陶
芸
等
）
を
展
示

し
ま
す
。

日
時
　
12
月
４
日
（
月
）
〜
８

日
（
金
）　
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分

※
4
日
は
正
午
か
ら
、
７
日
は

午
後
８
時
ま
で

会
場
　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

主
催
　
青
梅
市
、
青
梅
市
障
害

者
地
域
自
立
支
援
協
議
会

サ

ポ

ー

ト

セ

ン

タ

ー
・

サ

ロ

ン

ギ

ャ

ラ

リ

ー

　
青
梅
市
障
が
い
者
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
の
活
動
紹
介
、
利
用

者
の
作
品
展
示
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
６
日
の
午
後
１
時
15

分
か
ら
、
岡
本
施
設
長
の
講
演

会
「
い
の
ち
の
は
な
し
」
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

１２月３日～９日は障害者週間
　障害者週間とは、国民の間に広く障害者福祉についての関心と理解を深め、障害のある方があらゆる分野の活動に

積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害者基本法で定められた週間です。

　障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合い、ともに暮らせる社会は、ちょっとした配

慮や工夫で実現できます。この機会に、障害のある方について知り、身近なこととして考えてみてください。

問い合わせ　障がい者福祉課

平成２９年３月３１日現在、市における

障害者手帳（身体障害者手帳、愛の

手帳、精神障害者保健福祉手帳）の

登録者数は合計６，６８９人です。

日
時
　
12
月
６
日
（
水
）
〜
10

日
（
日
）　
午
前
11
時
〜
午

後
４
時

会
場
　
青
梅
市
障
が
い
者
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
１
階
「
憩

い
の
サ
ロ
ン
」

主
催
　
青
梅
市
障
が
い
者
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

障
害
者
理
解
Ｄ
Ｖ
Ｄ
上
映
会

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
障
害
福
祉
賞
作
品
を

上
映
し
ま
す
。

日
時
　
12
月
７
日
（
木
）　

▽
第
一
部
…
午
後
１
時
30
分
〜

２
時
30
分

▽
第
二
部
…
午
後
２
時
30
分
〜

３
時
30
分

会
場
　
市
役
所
２
階
201
〜
203
会

議
室

い

ず

れ

も

費
用
無
料
　
　
直
接
会
場
へ

問
い
合
わ
せ
　
障
が
い
者
福
祉

課

ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　
障
害
者
自
立
生
活
者
・
自

立
支
援
功
労
者
へ
の
知
事

賞
・
記
念
品
贈
呈
、
ふ
れ
あ

い
ス
テ
ー
ジ
を
行
い
ま
す
。

日
時
　
12
月
４
日
（
月
）　

午
後
１
時
〜
３
時
10
分

会
場
　
都
庁
第
一
本
庁
舎
５

階
大
会
議
場
（
新
宿
区
西

新
宿
２
―
８
―
１
）

定
員
　
先
着
500
人

費
用
無
料

主
催
　
東
京
都
、（
公
財
）

日
本
チ
ャ
リ
テ
ィ
協
会

そ
の
他
　
手
話
通
訳
・
要
約

筆
記
あ
り

直
接
会
場
へ

問
い
合
わ
せ
　（
公
財
）
日
本

チ
ャ
リ
テ
ィ
協
会
☎
03
・

３
３
４
１
・
０
８
０
３
、
□

03
・
３
３
５
９
・
７
９
６
４

青梅市障がい者サポートセンター

　障害のある方の社会参加と自立を促進し、福祉の増進を図ることを目的と

して、次の事業を行っています。利用する場合は、登録が必要です。

☆相談支援事業…一般相談、専門相談（高次脳機能障害、発達障害）、ピア

カウンセリング

☆地域活動支援センター事業…創作活動、軽作業活動、交流室（憩いのサロ

ン）の提供等

☆放課後対策支援活動…市内在住で障害のある小学生を対象に、毎週月～金

曜日の下校時間から午後５時３０分まで安心して活動できる場の提供

☆発達障害者支援事業…ライフステージを通じて、思春期、成人期の発達障

害者の特性に合わせた支援

☆障害者虐待防止事業…障害者への虐待に対する早期発見・対応、虐待防止

に向けた周知活動

☆施設貸し出し…登録した障害者団体に施設を貸し出します。

所在地　大門２－２６１－１　☎３０－０１５２、　３０－０１５３

開館時間　月～土曜日、祝日…午前９時～午後６時、日曜日…午前９時～午

後５時（１２月２９日～１月３日、毎月第３月曜日を除く）

※ＪＲ河辺駅南口から障がい者サ

ポートセンターまで、直通の送迎

バスを運行しています。利用する

場合は、障がい者サポートセン

ターへ申請が必要です。

青梅市障害者就労支援センター

　市内在住の障害のある方が安心して一般企業への就労を実現し、継続でき

るように、次の支援を行っています。利用を希望する場合は、予約が必要です。

☆就労面の支援…職場相談、就職準備支援、職場開拓、職場実習支援、職場

定着支援等

☆生活面の支援…日常生活支援、職業生活支援、社会生活支援等

☆その他の支援…インターネットを活用した就労に関する情報収集・提供等

所在地　東青梅１－２－５東青梅センタービル３階　☎２５－８５１０、

　□２５－８５１２

開館時間　月～金曜日…午前９時～午後５時（祝日、１２月２８日～１月５

日を除く）

★障害者に関するマーク

☆オストメイトマーク…オストメイト（人工肛門・ぼうこう

を造設した方）を表します。オストメイト対応のトイレ等

の設備があることを示す場合などに使用されます。

☆ハート・プラスマーク…心臓疾患などの内部障害・内臓

疾患は、外見から分かりにくいため、誤解を受けること

があります。身体内部に障害のある方を視覚的に示し、

理解と協力を広げるために作られたマークです。

☆ヘルプカード…障害のある方などが災害時や日常生活の中で困ったときに

周囲に障害への理解や支援を求めるため、緊急連絡先や

必要な支援内容などが記載されたカードです。このカー

ドをお持ちの方が困っていたら、記載内容を参考のう

え、手助けや配慮をお願いします。

★音声コード
　文字情報を音声情報に変える

二次元コードで、専用の読み上

げ装置や読み上げ機能を備えた

携帯電話等を使用すると、音声

で文字情報を聴くことができます。文字が読めない、読みづらい方の、特に

プライバシーに関する情報をご自身で確認することができます。

★障害者差別解消法
　障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的

な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を

理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、す

べての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としていま

す。車いすだからといってお店に入れないことや、障害者だからアパートを

貸してもらえないことなどの「不当な差別的取扱い」や、聴覚障害のある人

に声だけで話すことや視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げないこ

となど「合理的配慮をしないこと」は、差別になります。

★障害者優先調達推進法
　市では、「障害者優先調達推進法」に基づき「平成２９年度青梅市による

障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定し、物品やサービスを調

達する際、優先的に障害者就労支援施設等から調達するよう努めています。

障

害

者

週

間

イ

ベ

ン

ト

市役所２階喫茶コーナー

「カフェだんだん」

営業時間　開庁日の午前１０時～午後４時
　　　　　　（３時３０分ラストオーダー）

ご利用ください ご存じですか？

　市内の障害者施設等に属する方が社会参加を目指しながら、接

客等を行っています。いきいきとした笑顔、まごころのこもった

接客と料理で、皆さんのご来店をお待ちしています。

☆喫茶…カレーライス、ピザトースト、

日替わりメニュー（定食、けんちん

うどん等）、ケーキ、飲み物（コーヒー、

紅茶等）

☆物品販売…月１～３回、手芸品、陶芸品、木工品、お菓子など

を販売しています。日時等は、市のホームページ、「カフェだ

んだん」掲示物をご覧になるか、障がい者福祉課へお問い合わ

せください。

※１２月の物品販売は、５日（火）～７日（木）の午前１０時

３０分～午後２時３０分の予定です。
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